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○八王子市高齢者在宅サービスセンター条例 

平成８年６月２８日 

条例第２１号 

 改正 平成１２年３月２７日条例第２１号 平成１２年１２月１８日条例第７１号 

 平成１５年１２月２６日条例第５７号 平成１６年１２月１６日条例第４７号 

 平成１７年１２月７日条例第６１号 平成１８年３月２８日条例第１２号 

 平成２２年２月２６日条例第１号 平成２４年３月１日条例第３号 

 平成２７年１２月１５日条例第５８号 令和７年９月２２日条例第６７号 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づく要介護認定

又は要支援認定を受けた者及び身体が虚弱等の高齢者に対し、通所介護等のサービスを提

供し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、八王子市高齢者在宅サービスセンター（以

下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（事業） 

第３条 センターは、次の事業を行う。 

(１) 法第８条第７項に規定する通所介護、同条第１７項に規定する認知症対応型通所介

護及び法第８条の２第１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護のうち、市長が

必要と認めるもの（以下これらを「通所介護サービス」という。） 

(２) 法第１１５条の４５第１項第１号ロに定める事業（法第１１５条の４５の３第１項

の規定による指定を受けて行う通所事業に限る。以下「第一号通所事業」という。） 

２ 前項に定めるもののほか、センターは、市長が必要と認めた事業を行うことができる。 

（休業日等） 

第４条 センターの休業日及び利用時間は、市規則で定める。 

（利用対象者） 

第５条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 法に基づく要介護認定を受けた者 

(２) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の４に規定

する者 

（利用の手続） 
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第６条 センターにおいて、通所介護サービス又は第一号通所事業を利用しようとする場合

は、第８条の規定によりセンターの管理を行わせるものとして市が指定する法人（以下「指

定管理者」という。）と通所介護サービス又は第一号通所事業に関する契約を締結しなけ

ればならない。 

（センターの管理） 

第７条 センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、指定管理者に行わせるものとする。 

（指定管理者の指定） 

第８条 前条に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その

他市規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査して最

も適当であると認める者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。 

(１) センターの設置の目的を効果的に達成することができるものであること。 

(２) 施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために十分な能力を

有しているものであること。 

第１０条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞

なくその旨を公告しなければならない。 

（指定管理者が行う個人情報の取扱い） 

第１１条 指定管理者は、個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の漏えい、改ざ

ん、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（指定管理者が行う業務） 

第１２条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。 

(１) 第３条に規定する事業に関して市長が指定する業務 

(２) センターの維持及び修繕に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務 

２ 前項の業務に要する経費については、予算の範囲内において支払うものとする。 

（利用料金） 
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第１３条 第６条の規定により、指定管理者と通所介護サービス又は第一号通所事業に関す

る契約を締結した者（以下「利用者」という。）は、指定管理者に利用料金を納付しなけ

ればならない。 

２ 利用料金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定

管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

(１) 通所介護に係るもの 法第４１条第４項第１号に規定する厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額 

(２) 認知症対応型通所介護に係るもの 法第４２条の２第２項第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額 

(３) 介護予防認知症対応型通所介護に係るもの 法第５４条の２第２項第１号に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 

(４) 第一号通所事業に係るもの 法第１１５条の４５の３第２項に規定する厚生労働

省令で定めるところにより算定した費用の額 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（損害賠償義務） 

第１４条 利用者は、センターの施設又は設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定

める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認め

たときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において市規則で定める日か

ら施行する。 

（平成８年規則第６１号で、平成８年１０月２１日から施行） 

２ 八王子市老人福祉施設設置等に関する条例（昭和２９年八王子市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「第１５条」を「第１５条第３項」に改める。 

附 則（平成１２年３月２７日条例第２１号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月１８日条例第７１号） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において市規則で定める日から
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施行する。ただし、第９条第２項第１号の改正規定は、平成１３年１月６日から施行する。 

（平成１３年規則第４号で、平成１３年４月２日から施行） 

附 則（平成１５年１２月２６日条例第５７号） 

（施行日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１６年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定の施行の日前になされた八王子市高齢者在宅サービスセンター中野の管

理に関する業務を行わせる者を選定する手続は、第１条の規定による改正後の八王子市高

齢者在宅サービスセンター条例第９条及び第１０条の規定によりなされたものとみなす。 

３ 第１条の規定の施行の際、現にこの条例による改正前の八王子市高齢者在宅サービスセ

ンター条例第８条の規定により管理を委託している八王子市高齢者在宅サービスセンタ

ーについては、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）附則第２条

に規定する日までの間は、なお従前の例による。 

附 則（平成１６年１２月１６日条例第４７号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月７日条例第６１号） 

この条例は、平成１７年１２月１７日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２８日条例第１２号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年２月２６日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１日条例第３号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１５日条例第５８号） 

（施行日） 

１ この条例は、平成２８年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

別表の改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条の規定に基づ
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き、施行日の前日において介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により要支援認

定を受けている被保険者に対する整備法による改正前の介護保険法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護に係るサービスの提供については、当該要支援認定の有効期間

の末日までの間は、なお従前の例による。 

附 則（令和７年９月２２日条例第６７号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

八王子市高齢者在宅サービスセンター中

野 

八王子市中野山王三丁目17番2号 

八王子市高齢者在宅サービスセンター長

房 

同 長房町588番地 

 


